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告 示

�愛媛県告示第９８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

調剤薬局まごころ 松山市末広町９番地２ 株式会社ユニスマイル
東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

あさの薬局 松山市来住町５１７番地４ 株式会社ユニスマイル
東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

アップル薬局 松山市生石町４７３番地 株式会社ユニスマイル
東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

庄内調剤薬局 新居浜市庄内町１丁目１４
番３５号 株式会社ユニスマイル

東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

本郷調剤薬局 新居浜市本郷三丁目５番
３５号 株式会社ユニスマイル

東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

王子調剤薬局 新居浜市王子町３番２号 株式会社ユニスマイル
東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

ハート調剤薬局 西条市大町７５５番１１ 株式会社ユニスマイル
東京都千代田区神田練塀
町６８番地１ ムラタヤビ
ル３階

代表取締役
白 成 澤

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

上田小児科 宇和島市広小路１番２６号 医療法人上田小児科 宇和島市広小路１番２６号 理事長
上 田 誠 精神通院医療 令和７年

１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第５８５号 令和７年２月１８日

令和７年２月１８日火曜日 第５８５号
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�愛媛県告示第１００号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日か

ら４月間縦覧に供する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ユニクロ宇和島店・西松
屋新宇和島店・シュープ
ラザ宇和島店

宇和島市祝森甲１６７２
－１ 外 大規模小売店舗の名称

ユニクロ宇和島店・
西松屋宇和島店・シ
ュープラザ宇和島店

ユニクロ宇和島店・
西松屋新宇和島店・
シュープラザ宇和島
店

令和７年
１月１５日

令和７年
２月３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

チューリップ薬局 松山市西長戸町２９０番地
２

株式会社ＳＲＫファーマ
シー

松山市西長戸町２９０番地
２

代表取締役
河 村 瑛 子

精神通院医療（薬
局）

令和７年
２月１日

ハッピー薬局下伊台店
松山市下伊台町１２９番地
９ ウェルケア道後別館
１階

株式会社ハッピーファー
マシー 松山市東垣生町４９７番地 代表取締役

新 野 和 幸
精神通院医療（薬
局）

令和７年
２月１日

ドラッグセイムス宇和島
和霊薬局 宇和島市和霊町１２１１番地 株式会社西日本セイムス 宇和島市和霊町１２１１番地 代表取締役

谷 康 浩
精神通院医療（薬
局）

令和７年
２月３日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社イクシオ 松山市小坂四丁目３番２０
号Ｌｕｆｔ 小坂１階

代表取締役
高 田 一 生

訪問看護ステーションア
ルク今治

今治市北鳥生町四丁目６
番１５号 精神通院医療 令和７年

２月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

訪問看護ステー
ションおひさま

松山市水泥町８４
８番地２

松山市水泥町８６
０番地 精神通院医療 令和７年

１月６日



愛 媛 県 報令和７年２月１８日 第５８５号

８０
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�愛媛県告示第１０３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町甘崎４０７２、４０７５、４０９７、４１０３、４１０４、４１０９、４１１１、

４１１３、４１１５、４１１７、４１１８の２、４１１９の２、４１２１から４１２３まで、４１

２４の２・４１２４の３（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）、

４１２５、４１２７、４１２９から４１３２まで、４３４７、４３４８の２、４３４９の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町甘崎４０７５・４１０３・４１０４・４１０９・４１１３・４１１７・４１２３・

４１２７・４１２９・４３４９の２（以上１０筆について次の図に示す部分

に限る。）、４１１１、４１１５、４１２４の２、４１２４の３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町甘崎４２３１の３、４２３２の１、４２３２の３、４２３４の１、

４２３４の３、４２３５、４２３６、４２３７（次の図に示す部分に限る。）、４２

３８から４２４０まで、４２４５から４２４７まで、４２５３の１、４２５３の３、４２５９

の２、４２５９の３、４２６４の１、４２６４の３、４２６６の１、４２６７の１、４２

６９、４２８５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町甘崎４２３５・４２３６・４２３８・４２３９・４２６６の１・４２６７の１・

４２６９・４２８５（以上８筆について次の図に示す部分に限る。）、

４２３７

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町井口８０６１の８・８０６２の８（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）、８０５３の２、８０５３の５から８０５３の７まで、

８０５３の９、８０５３の１１、８０５３の１２、８０５５の２、８０６０の２、８０６０の４、

８０６１の２から８０６１の４まで、８０６１の６、８０６２の２、８０６２の４、８０

６２の５、８０６２の７、８０６３の２、８０６３の４から８０６３の６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８０５３の７・８０５３の９・８０５３の１１・８０５３の１２・８０

６２の４・８０６２の５・８０６２の７・８０６３の２・８０６３の４（以上９

筆について次の図に示す部分に限る。）、８０６１の８、８０６２の

８

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 関地池地区
（西予市） 令和６年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 瀬戸第２地区
（伊方町） 令和６年１１月２５日



愛 媛 県 報令和７年２月１８日 第５８５号

８１

�愛媛県告示第１０７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町井口８１２３の６・８２２８の５・８２２９の１２（以上３筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）、８１２４の１、８１２４の５、８２２８

の３、８２２８の６、８２２８の８、８２２８の１０、８２２９の１、８２２９の４、８２

２９の６、８２２９の７、８２２９の９、８２２９の１１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８１２４の１・８１２４の５・８２２８の３・８２２８の６・８２

２８の８・８２２８の１０・８２２９の１・８２２９の４・８２２９の７・８２２９の

９・８２２９の１１（以上１１筆について次の図に示す部分に限る。）、

８１２３の６、８２２８の５、８２２９の１２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町井口８２９３の１、８２９３の４、８２９４の５、８２９４の７、

８２９４の８、８２９５の１から８２９５の３まで、８２９５の５・８２９６の６（以

上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８２９３の１・８２９３の４・８２９４の５・８２９４の７・８２

９４の８・８２９５の１から８２９５の３まで（以上８筆について次の

図に示す部分に限る。）８２９５の５、８２９６の６

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町井口８７５１の８・８７５６の２（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）、８７５０の１、８７５０の１１、８７５１の１、８７５１

の３、８７５１の５、８７５１の７、８７５２の１、８７５２の４、８７５２の６、８７

５２の８、８７５３の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町井口８７５０の１・８７５０の１１・８７５１の１・８７５１の５・８７

５１の７・８７５２の４・８７５２の６・８７５３の１（以上８筆について

次の図に示す部分に限る。）、８７５１の８、８７５６の２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

宇和島市吉田町沖村字滝ノ元甲３２２８の２、甲３２３６の１、甲３２３６

の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字滝ノ元甲３２２８の２・甲３２３６の１・甲３２３６の２（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

宇和島市吉田町立間字御持筒２番耕地２８１９から２番耕地２８２２ま

で、４番耕地９８５、４番耕地９８６の１、４番耕地９８６の２、４番耕

地９８７、４番耕地９８８、４番耕地９８９の１、４番耕地９８９の２、４番

耕地９９０、４番耕地９９１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字御持筒２番耕地２８２１・２番耕地２８２２・４番耕地９８６の１・

４番耕地９８６の２・４番耕地９９０（以上５筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市吉海町福田１の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市吉田町立間字ツカノクチ１番耕地１４９５の１、１番耕地

１４９５の７、１番耕地１４９７の２、字ツカノ口３番耕地５４１の５

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地及び用排水路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市東石井土地改良区から次のとおり役員が、退任した旨の届出

があった。

令和７年２月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

退 任

�愛媛県告示第１１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和７年２月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第１１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和７年２月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 田 経 子 松山市東石井５丁目２－５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２５号

令和７年２月７日
伊予市八倉字三ツ又２０１番１，２０１番５，２０１番６

伊予市八倉７７８番地

大 亀 一 史
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ及び保守管理等業務（電

気式）

� 借入物品名及び数量

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ 一式

ただし、空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）

の設置工事（設置に必要な資材を含む。）並びに保守管理及び

修繕を含む。

数量は以下のとおり。

１３校４７６室

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

各高等学校の空調設備は、令和８年３月３１日までに設置を完

了し、稼働可能な状態にすることとする。

借入期間は、空調設備を稼働可能な状態にした日の属する月

の翌月から１５年間（１８０箇月）とする。

なお、借入期間は、１５年間経過後、空調設備に特に異常がな

い場合は、サービス利用料金等について協議した上で、延長で

きるものとする。

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、�に要する総額を借入期間（１８０箇月）にお
いて均等に分割した１月当たりのサービス利用料金の金額と

する。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から７年度までの製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 令和８年３月３１日までに、要求する仕様の空調設備を確実に

納入し、各高等学校への空調設備の設置工事が実施できる体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 空調設備に係る保守管理及び修繕の体制が整備されているこ

とを証明した者であること。

� この入札公告の日から過去５年に種類及び規模を同じくする

契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行している実績が

ある者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

令和７年３月３１日（月）から４月１日（火）午前９時５９分ま

での執務時間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県

条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前

８時３０分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲
げる場所に持参又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便

でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。）により提出するこ

と。ただし、郵送等による場合は、３月３１日（月）午後５時１５

分までに必着のこと。

� 入札説明書の交付方法

令和７年２月１８日（火）から３月１４日（金）までの執務時間

中に�に掲げる場所で交付するほか、愛媛県ホームページにお
いて公表する。

� 開札の日時及び場所

令和７年４月１日（火）午前１０時００分

愛媛県庁第一別館１０階 教育委員会会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札仕様確認書を

知事に提出し、２に掲げる資格を有することの確認を受けるこ

と。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 提出期限

令和７年３月１４日（金）午後５時１５分まで

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２６号

令和７年２月１０日
伊予市上三谷字上り立甲２４３９番５

松山市来住町１２０７番地
�米南団地４４号

伊予市上三谷甲２４３９番地３
佐 川 啄 巳
楠 本 芳 文
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イ 受付場所

３の�に掲げる場所
ウ 提出方法

持参又は郵送等

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書及び仕様書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be leased： Ehime

Prefectural High School Air conditioning，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，１ April２０２５

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，３１March２０２５）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Educat ion， Ehime Prefectura l Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ及び保守管理等業務（ガ

ス式）

� 借入物品名及び数量

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ 一式

ただし、空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）

の設置工事（設置に必要な資材を含む。）並びに保守管理及び

修繕を含む。

数量は以下のとおり。

１校８０室

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

空調設備は、令和８年３月３１日までに設置を完了し、稼働可

能な状態にすることとする。

借入期間は、空調設備を稼働可能な状態にした日の属する月

の翌月から１３年間（１５６箇月）とする。

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、�に要する総額を借入期間（１５６箇月）にお
いて均等に分割した１月当たりのサービス利用料金の金額と

する。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から７年度までの製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 令和８年３月３１日までに、要求する仕様の空調設備を確実に

納入し、高等学校への空調設備の設置工事が実施できる体制が

整備されていることを証明した者であること。

� 空調設備に係る保守管理及び修繕の体制が整備されているこ

とを証明した者であること。

� この入札公告の日から過去５年に種類及び規模を同じくする

契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行している実績が

ある者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

令和７年３月３１日（月）から４月１日（火）午前１０時２９分ま

での執務時間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県

条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前

８時３０分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）に�に掲
げる場所に持参又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便

でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。）により提出するこ

と。ただし、郵送等による場合は、３月３１日（月）午後５時１５

分までに必着のこと。

� 入札説明書の交付方法

令和７年２月１８日（火）から３月１４日（金）までの執務時間

中に�に掲げる場所で交付するほか、愛媛県ホームページにお
いて公表する。

� 開札の日時及び場所

令和７年４月１日（火）午前１０時３０分

愛媛県庁第一別館１０階 教育委員会会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
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教育委員会告示

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札仕様確認書を

知事に提出し、２に掲げる資格を有することの確認を受けるこ

と。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 提出期限

令和７年３月１４日（金）午後５時１５分まで

イ 受付場所

３の�に掲げる場所
ウ 提出方法

持参又は郵送等

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書及び仕様書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be leased： Ehime

Prefectural High School Air conditioning，１ set

� Time limit of tender：１０：２９ a．m．，１ April２０２５

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，３１March２０２５）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Educat ion， Ehime Prefectura l Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

�愛媛県教育委員会告示第１号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第１０条第１項、第１１条第１項並びに第２６条第１項及び第２項の規定に基づき、次の

とおり、愛媛県指定有形文化財に指定し、愛媛県指定有形文化財の指定を解除し、並びに愛媛県指定無形文化財に指定し、及び当該無形文

化財の保持者として認定する。

令和７年２月１８日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

１ 指定する有形文化財

名 称 所 在 地 所 有 者 員 数

妙泉寺地蔵堂

附 須弥壇 １基

厨子 １基

須弥壇旧上框 １本

八幡浜市谷５番耕地１８８番地
八幡浜市谷５番耕地１８８番地

宗教法人妙泉寺
１棟

絹本著色両界曼荼羅 松山市高田甲７９７番地１
松山市高田甲７９７番地１

宗教法人光徳院
２幅

木造馬頭観音菩薩坐像 西条市楠甲７７７番地３
西条市楠甲７７７番地３

光井俊子
１�

紺紙金字法華経等 今治市大三島町宮浦３３２７番地
今治市大三島町宮浦３３２７番地

宗教法人大山祇神社
１４巻

２ 指定を解除する有形文化財

名 称 員 数 参 考

太刀 銘 国継 １口 昭和３０年１１月４日指定

３ 指定する無形文化財及び認定する無形文化財の保持者

名 称
保 持 者

氏 名 生年月日 住 所

伊予絣

白方宣年 昭和４０年７月２８日 松山市�万ノ台９３０番地１

村上君子 昭和２３年１０月６日 松山市桑原５丁目６番３７号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１５号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和７年２月１８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第５号様式その１を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

第８条 省略

２ 県委員会は、候補者１人について証紙交付票１枚により、衆議

院小選挙区選出議員の選挙における証紙にあつては７万枚以内、

参議院愛媛県選挙区選出議員及び愛媛県知事の選挙における証紙

にあつては１３万枚 以内、愛媛県議会議員の選挙における証紙

にあつては１万６千枚以内の証紙を交付するものとする。

３・４ 省略

第８条 省略

２ 県委員会は、候補者１人について証紙交付票１枚により、衆議

院小選挙区選出議員の選挙における証紙にあつては７万枚以内、

参議院愛媛県選挙区選出議員及び愛媛県知事の選挙における証紙

にあつては１４万５千枚以内、愛媛県議会議員の選挙における証紙

にあつては１万６千枚以内の証紙を交付するものとする。

３・４ 省略
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別記第５号様式（選挙運動用ビラ証紙交付票）（第７条・第８条関係）

その１
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